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大阪国際空港の在り方について
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【三空港間距離と移動時間】

※空港間距離は各空港を直線で算出した距離

 

神 戸 空 港

大阪国際空港

関西国際空港
※移動時間の算定は空港リムジンバスを利用する
ものとし、神戸空港と他空港間については三宮か
らの空港リムジンバスの移動時間に、神戸空港か
ら三宮までの想定したアクセス時間約15分を加算
して算出。(ＪＴＢ時刻表２００２年５月号参照)
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関西圏三空港の概要  
 

 

 

 
関西国際空港 大阪国際空港 神戸空港 

設置・管理者 
関西国際空港株式会社 

（1種空港） 
国 

（1種空港） 
神戸市 

（3種空港） 

事業費 
1期 1兆5,424億円（H13度末） 
2期 1兆1,100億円（2期供用時） 
   1兆4,200億円（2期完成時） 

― 約500億円 

処理能力等 

1期    16万回 
1期＋2期 23万回 

 
（2期は2007年供用予定） 

1日当りの運航制約： 
プロペラを含め全体で370回 

（うちジェット枠250回） 
 

年間離発着回数 
プロペラを含め全体で13.5万回 

(うちジェット枠9.1万回) 

2万回 
 

（2005年供用予定） 

現在の発着回数 
（H13年度） 

12.1万回 10.2万回 － 

現在の旅客数 
（H13年度） 

      国際 1,098万人  
1,875万人 
      国内   777万人 

1,702万人 － 
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大阪国際空港周辺のＷＥＣＰＮＬの推移

観測点　 ／　年 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
①緑ヶ丘センター（伊丹市） 70.8 70.8 71.0 70.9 70.8 71.1 71.3 71.0 70.9 70.9 69.0 66.4 66.9 66.8 66.8 67.3 67.5 67.7
②労働福祉会館 （伊丹市） 69.0 69.5 69.5 69.0 68.6 68.2 68.9 69.1 69.2 69.0 67.4 65.6 65.1 65.1 65.5
②北野センター （伊丹市） 71.9 71.9 72.1
③神田会館 （池田市） 78.4 79.7 77.2 76.7 76.4 75.8 73.4 73.2 73.1 72.7 72.1 72.5 72.9 73.5 73.4 73.4 72.3 69.9 69.3 69.6 69.4 71.1 71.0 71.0
④久代小学校 （川西市） 92.5 93.0 92.5 92.5 91.5 91.5 90.0 88.0 87.5 86.0 86.0 85.5 85.5 83.6 83.2 82.8 82.3 83.2 83.2 82.7 82.6 82.3 82.0 80.6 75.8 75.2 76.0 76.4 77.3 77.0 77.4
⑤安倉会館 （宝塚市） 70.7 69.5 69.4 69.4 69.3 70.0 69.8 70.4 70.5 70.2 68.8 64.8 64.2 64.4 65.0 65.7 65.5 65.8
⑥阪神養護学校 （西宮市） 70.9 69.5 69.7 69.4 69.1 69.2 70.0 70.2 69.5 69.9 68.7 64.5 64.4 64.2 64.5 65.6 65.5 65.8
⑦武庫東小学校 （尼崎市） 84.5 84.0 84.0 83.5 80.5 77.0 77.0 76.0 74.5 75 74.5 72.3 71.8 72.2 71.0 70.7 70.8 70.8 71.0 71.1 70.7 69.3 66.4 65.8 65.8 66.5 66.9 66.9 67.5
⑧利倉センター （豊中市） 96.2 95.4 95.3 93.7 93.1 92.3 91.1 88.1 88.0 87.9 88.0 88.0 88.5 88.2 87.8 87.8 87.6 86.4 83.6 83.3 83.6 83.8 84.7 84.6 84.9
⑨豊南小学校 （豊中市） 89.5 90.5 90.0 89.5 89.5 90.0 86.5 88.0 86.0 84.5 83.5 81.5 81.5 80.1 79.5 78.9 79.3 78.8 79.4 79.5 79.6 79.2 79.2 77.7 75.1 75.2 75.5 75.3 76.0 76.1 76.2
⑩毛馬排水機場 （大阪市） 73.8 73.5 72.6 73.1 72.9 72.9 73.1 73.6 73.7 73.6 72.3 69.8 69.6 70.0 69.8 71.4 71.3 71.6
⑪原田センター （豊中市） 80.0 79.6 79.4 78.8 77.6 77.5 75.7 75.5 75.0 75.1 75.7 75.6 75.4
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暦　　　　　年

ＷＥＣＰＮＬ

①緑ヶ丘センター （伊丹
市）

②労働福祉会館 （伊丹
市）

②北野センター （伊丹
市）

③神田会館 （池田市）

④久代小学校 （川西市）

⑤安倉会館 （宝塚市）

⑥阪神養護学校 （西宮
市）

⑦武庫東小学校 （尼崎
市）

⑧利倉センター （豊中
市）

⑨豊南小学校 （豊中市）

⑩毛馬排水機場 （大阪
市）

⑪原田センター （豊中
市）

夜間（２１時以降）飛行制限 旧基準機の運航制限 関西国際空港開港

3





区分／年度 42－49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合　　計

1 住宅騒音防止対策事業 412 4,934 7,964 8,394 8,401 15,297 42,058 34,714 33,123 34,255 29,867 14,269 3,067 1,420 804 581 1,060 2,919 6,401 9,026 8,957 10,818 9,774 6,602 3,528 2,627 2,322 1,881 2,007 307,482

2 移 転 補 償 等 事 業 費 8,759 7,663 10,836 9,939 10,042 10,471 9,909 7,056 8,660 7,162 7,402 4,699 5,068 2,631 3,245 12,830 6,232 2,186 1,065 316 896 371 209 662 772 1,023 1,424 426 400 142,354

3 教 育 施 設 等 防 音 工 事 14,596 4,436 4,039 3,966 5,037 4,906 5,348 6,399 6,056 7,742 3,457 2,936 2,932 481 826 645 484 807 891 705 596 787 591 540 454 912 654 485 448 82,156

4 緩衝緑地帯等整備事業  11 133 265 131 149 206 107 162 84 27 674 1,944 891 874 2,685 5,778 7,497 3,261 4,591 4,185 5,460 6,221 6,494 9,232 6,590 6,429 4,575 78,656

5 空 港 周 辺 整 備 機 構 2,674 359 278 614 247 579 400 222 156 90 0.5 0.2 0.1 85 38 75 31 106 0.3 46 7 115 45 375 119 12 142 73 293 7,182

6 周辺環境基盤施設整備      842 251 399 144 194 84 85 104 82 144 29 47 221 27 63 77 52 48 28 52 80 324 91 43 154 3,665

7 地 方 空 港 環 境 対 策 費 0

8 テ レ ビ 受 信 障 害 対 策 205 207 333 366 389 412 517 542 560 569 700 719 748 764 759 735 718 715 711 724 662 714 721 725 733 729 725 719 760 17,881

9 生 保 世 帯 空 調 稼 働 費  3 5 5 4 4 7 6 6 6 7 7 6 6 9 81

10 国家公務員宿舎防音工事   882 1,739 2,621

２－１０ の 小 計 26,234 12,665 15,497 15,018 16,822 16,750 16,722 14,569 15,733 15,809 11,729 9,367 11,243 6,049 5,788 15,209 10,376 9,624 10,231 5,133 6,811 6,226 7,060 8,581 8,659 12,239 9,632 8,181 6,639 334,596

合　　　　　　　　　計 26,646 17,599 23,461 23,412 25,223 32,047 58,780 49,283 48,856 50,064 41,596 23,636 14,310 7,469 6,592 15,790 11,436 12,543 16,632 14,159 15,768 17,044 16,834 15,183 12,187 14,866 11,954 10,062 8,646 642,078
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※１４年度は予算額

（単位：百万円）
航 空 機 騒 音 対 策 事 業 （国 費 ）・実 績 ベ ー ス 大 阪 国 際 空 港
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空 港 周 辺 環 境 対 策 の 体 系 及 び 区 域 別 事 業 の 概 要

空 ①機材改良（低騒音型機の導入等）
港 １．発生源対策 ②発着規制（夜間運航の規制等）
周 ③運航方法の改善（騒音軽減運航方式）
辺
還 ２．空港構造の改良（滑走路の移転、空港内防音林の設置、航空援助施設の整備等）
境
対 ３．空港周辺対策
策

〈国・公団の行う施策〉 〈空港周辺整備機構の固有事業〉
○概ね　WECPNL 70 以上の区域 （概ね WECPNL 70 以上） (大阪国際空港、福岡空港）
　　・教育施設等の防音工事(補助）
　　・共同利用施設の整備、防音工事（補助） ○第１種区域内（WECPNL 75 以上）
　　・上記施設の空調機機能回復工事（補助） 第1種区域 　　・再開発整備事業

（WECPNL 75 以上）20 ○第１種区域内　WECPNL 75 以上の区域 ○第１種区域外（WECPNL 75 未満）
　　・住宅防音工事（補助） 　　・代替地造成事業
　　・告示日後住宅防音工事（補助） 第2種区域 　　・共同住宅建設事業
　　・空調機機能回復及び再更新工事（補助） （WECPNL 90 以上）

　　・生活保護世帯空調機稼動費（補助）

○第２種区域内　WECPNL 90 以上の区域 第３種区域
　　・移転補償等 （WECPNL 95 以上）

　　・周辺環境基盤施設整備（補助）

○第３種区域内　WECPNL 95 以上の区域
　　・緩衝緑地帯等整備

空　　　港
○その他
　　・テレビ受信障害対策（補助）

特定飛行場：函館空港　仙台空港　新潟空港　東京国際空港　名古屋空港　大阪国際空港　松山空港　高知空港　福岡空港　大分空港　熊本空港　宮崎空港
  鹿児島空港　那覇空港　新東京国際空港（特定空港：周辺対策は空港公団が実施）





年　　月 総　　枠 ジェット枠 発　　着　　時　　間　　等 背　　景　　等 そ　　の　　他

昭和４０年11月 午後11時から午前６時までのジェット機の発着の原則禁止

　　　４６年８月 １時間枠３６回、３時間枠９３回

　　　４７年４月 450 260 午後10時から午前７時までの間、郵便機を除き、緊急その
他やむを得ない場合を除き、航空機の発着を禁止

　　　４９年５月 410 240

　　　５０年12月 400 230 国内線ダイヤを午後９時以前に繰り上げ設定

　　　５１年７月 国際線ダイヤを午後９時以前に繰り上げ設定

　　　５２年10月 370 200 エアバス乗り入れ

　　　６３年１２月～ 250 ＹＳ代替枠

平成　４年７月～ 300 ＹＳ代替枠

　　　　６年９月 200 関空開港 国際便撤退、原則短距離便（１０００ｋ以下）のみ等

22 　　　１０年７月～ 250 ＹＳ代替枠

　　　12年２月 関空との長・短距離の機能分担廃止

　　　１４年４月 ＣＲＪがプロペラ枠扱い

（参考１：主要合意の概要）
○昭和５２年１０月 ・エアバスの乗り入れ等に伴う減便実施

○昭和６３年１０月 ・ＹＳ代替枠創設（関空開港まで）について地元と合意

○平成２年１１月､１２月 ・１１市協、調停団と大阪国際空港の存続協定を締結。その際関西国際空港開港後について以下を合意。
　①総発着回数の限度は当面現行どおり(総枠３７０枠)
　②定期便のジェット機は､１日２００回以下
　③プロペラ機は､ＹＳの経年変化に対応するため､順次②のジェット機発着回数枠外で低騒音機材へのジェット化を行う

○平成４年４月 ・ＹＳ代替枠創設（関空開港まで）について地元と合意

○平成１０年３月 ・ＹＳ代替枠創設について地元と合意（同年７月以降３０回､その後ＹＳの代替に併せて合計５０回まで）。

○平成１４年１月 ・ＣＲＪをプロペラ枠で取り扱うことについて地元と合意（３０枠に至った時点で騒音検証することとなっている。）

（参考２：平成14年10月現在の使用枠数）
　ジェット枠２４６枠、プロペラ枠２８枠（内ＣＲＪは１０枠）、計２７４枠

大阪国際空港における枠等の推移

















第１種空港 第２種（Ａ）空港 備　考

根拠法 空港整備法 空港整備法

定義 　新東京国際空港、中部国際空港、関西国際
空港及び国際航空路線に必要な飛行場であつ
て政令で定めるもの

　主要な国内航空路線に必要な飛行場であつ
て、政令で定めるもの

法第２条
第１項

設置管理者 国 国 法第３条
第１項、
法第４条
第１項30 空港整備事業費の都道府県の

負担率（一般）
基本施設：０
附帯施設：０

基本施設：１／３（14年度予算では、約６億円が
地元負担）
附帯施設：０

法第６条
第１項

市町村の負担金 なし 　区域内の市町村で当該空港の設置により利
益を受けるものに対し、その利益を受ける限度
において、負担させることができる。

法第７条
第１項

都道府県との事前協議 なし 　費用を負担することとなる都道府県と事前協
議の義務が課せられ、地方公共団体の意向や
ニーズをくみ取った上でなければ施設の新設又
は改良工事を進めることが不可能となる。

法第６条
第３項

根拠法 航空機騒音防止法 航空機騒音防止法

航空機騒音防止法に基づく環
境対策実施者

国 国

環境対策費用の負担について 原則国負担、一部地方公共団体負担 原則国負担、一部地方公共団体負担）（左に同
じ）

第１種空港と第２種空港の相違について

空港整備

環境対策


